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※掲載している情報は編集時点（12月16日）のものです。変更になっている場合がありますので、注意してください。

　

市
の
相
談
体
制
を
変
更
し
ま
す

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
等
に
よ
り
、
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ホ
、
郵
送
に
よ
る
自
宅
か
ら

の
申
告
が
増
え
、
相
談
に
訪
れ
る

方
が
減
少
傾
向
に
あ
る
た
め
、
市

で
は
申
告
相
談
体
制
を
一
部
変
更

し
ま
す
。
申
告
相
談
の
日
程
や
会

場
な
ど
の
詳
細
は
、
広
報
と
よ
お

か
２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
主
な
変
更
点
】

〇�

受
付
・
相
談
時
間
の
短
縮
と
人

数
制
限

〇
夜
間
・
休
日
相
談
の
廃
止

所
得
税
の
確
定
申
告
は
自
宅
で

で
き
る
ス
マ
ホ
申
告
を

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
見
や

す
く
操
作
し
や
す
い
ス
マ
ホ
専
用

画
面
で
も
で
き
ま
す
。
待
ち
時
間

ゼ
ロ
、
計
算
誤
り
な
し
、
相
談
先

で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
す
る
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。

自
宅
で
、
安
心
・
便
利
な
ス
マ
ホ

申
告
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
同
時
に
申
告
さ
れ
る
内

容
に
よ
り
、
パ
ソ
コ
ン
用
画
面
に

遷
移
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
告
に
向
け
て
早
め
の
準
備
を

お
願
い
し
ま
す

【
次
の
書
類
は
事
前
作
成
が
必
要
】

〇�

事
業
所
得（
営
業
、
農
業
）・
不

動
産
所
得
の
収
支
内
訳
書

〇�

医
療
費
控
除
の
明
細
書（
受
診

者
・
医
療
機
関
等
ご
と
に
集
計

し
た
も
の
）

【�

次
の
書
類
は
2
0
2
1
年
分
で

あ
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
全
て

準
備
を
】

〇�

給
与
所
得
、
公
的
年
金
等
の
源

泉
徴
収
票

〇
各
種
控
除
に
必
要
な
証
明
書
類

【�

次
の
内
容
は
必
ず
税
務
署
や
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
告
を
】

①�

土
地
、
建
物
ま
た
は
株
式
等
の

譲
渡
所
得

②
青
色
申
告

③
繰
越
損
失

④
雑
損
控
除

⑤�

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
初

年
度

⑥
消
費
税
、
贈
与
税

※�

①
か
ら
④
に
該
当
す
る
内
容
で
、

確
定
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な

場
合
は
除
く
。

《
問
合
せ
》

　

税
務
課
☎
21

−

９
０
４
５

所
得
税
・
市
県
民
税
の
申
告
期
間
は
２
月
16
日（
水
）〜
３
月
15
日（
火
）

申
告
に
向
け
て
早
め
の
準
備
を

確定申告はスマホ申告が便利
▶こんな方に特におすすめ
▷給与・年金のみ　　▷個人年金（雑所得）
▷医療費控除　　　　▷�ふるさと納税（寄附金

控除）など

▶スマホ申告を始めよう
①�カメラ機能で右の二次元コードを
読み取る
②�次のいずれかの方法で簡単ログイ
ン
▷�マイナンバーカード…マイナンバーカードが
あれば、IＤとパスワードがなくても登録・申
告ができます。
▷�IＤ・パスワード…税務署で取得したIＤとパ
スワードで簡単に登録情報を呼び出せます。

《問合せ》豊岡税務署個人課税第１部門
� ☎22-2144

個
人
市
県
民

税
の
主
な
改

正
内
容

　

令
和
４
年
度
か
ら
実
施

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
期
限
の

延
長
等

　

消
費
税
率
10
％
の
住
宅
を
取
得

し
た
場
合
に
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

控
除
期
間
を
13
年
と
す
る
特
例
措

置
に
つ
い
て
、
入
居
の
期
限
が
令

和
4
年
12
月
31
日
ま
で
に
延
長
さ

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
に
該
当
す
る
場
合

は
、
床
面
積
が
40
㎡
以
上
50
㎡
未

満
の
住
宅
も
、
適
用
を
受
け
る
年

分
の
合
計
所
得
金
額
が
１
千
万
円

以
下
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

子
育
て
に
係
る
助
成
等
の
非
課
税

措
置

　

子
育
て
支
援
の
観
点
か
ら
、
保

育
を
主
と
す
る
国
や
自
治
体
か
ら

の
助
成
等
が
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。

対
象
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①�

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
利
用
料
に
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※掲載している情報は編集時点（12月16日）のものです。変更になっている場合がありますので、注意してください。

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

豊
岡

10〜19

関
す
る
助
成

②�

認
可
外
保
育
施
設
等
の
利
用
料

に
対
す
る
助
成

③�

一
時
預
か
り
、
病
児
保
育
な
ど

の
子
ど
も
を
預
け
る
事
業
の
利

用
料
に
対
す
る
助
成

※�

右
記
の
助
成
と
一
体
と
し
て
行

わ
れ
る
助
成
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

�（
例
：
生
活
援
助
、
家
事
支
援
、

保
育
施
設
等
で
の
副
食
費
お
よ

び
交
通
費
等
）

特
定
配
当
等
お
よ
び
特
定
株
式
等

譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
申
告
手
続

の
簡
素
化

　

個
人
市
県
民
税
に
お
い
て
、
特

定
配
当
等
お
よ
び
特
定
株
式
等
譲

渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
全
部

に
つ
い
て
源
泉
分
離
課
税（
申
告

不
要
）と
す
る
場
合
に
、
原
則
と

し
て
確
定
申
告
書
の
提
出
の
み
で

申
告
手
続
が
完
結
で
き
る
よ
う
、

確
定
申
告
書
に
お
け
る
個
人
住
民

税
に
係
る
附
記
事
項
が
追
加
さ
れ

ま
す
。

《
問
合
せ
》
税
務
課

　

☎
21

−

9
0
4
5

20歳になる方へ

国民年金の案内が郵送されます
　20歳になると、厚生年金等に加入されている方を除き、日本年金機構から｢国
民年金加入のお知らせ｣や｢国民年金保険料納付案内書｣などが郵送されますので
確認してください。また、年金手帳が別途送付されますので、大切に保管してく
ださい。

あ
な
た
の
将
来
を
支
え
ま
す

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
の
人
が
加
入
し
、
保
険

料
を
納
め
て
、
み
ん
な
で
支
え
る

制
度
で
す
。
国
が
責
任
を
も
っ
て

運
営
す
る
た
め
、
安
定
し
て
お
り
、

年
金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て

保
障
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
基
礎
年

金
の
2
分
の
1
は
国（
税
金
）か
ら

支
払
わ
れ
ま
す
。

老
後
の
た
め
だ
け
で
な
い

　

国
民
年
金
は
、
年
を
取
っ
た
と

き
の「
老
齢
年
金
」だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
病
気
や
事
故
で
障
害
を

負
っ
た
と
き
の「
障
害
年
金
」、
加

入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
加

入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て

い
た
遺
族
が
受
け
取
れ
る「
遺
族

年
金
」も
あ
り
ま
す
。

納
付
が
難
し
い
時
の
免
除
制
度

　

保
険
料
を
納
付
せ
ず
、
免
除
制

度
等
も
利
用
し
て
い
な
い
場
合
、

将
来
、
公
的
年
金
が
受
け
取
れ
な

い
だ
け
で
は
な
く
、
税
金
に
見
合

う
給
付
分
も
受
け
取
れ
な
く
な
り

ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
の
免
除
や

納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
万
一
の
時
、

障
害
年
金
を
請
求
で
き
ま
す
。
保

険
料
が
納
め
に
く
い
時
は
、
未
納

で
放
置
せ
ず
、
手
続
き
を
し
ま
し

ょ
う
。
な
お
、
一
部
納
付
の
承
認

を
受
け
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、

一
部
納
付
の
保
険
料
を
納
付
し
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

〇
学
生
納
付
特
例
制
度

　

�

学
生
は
、
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

〇
免
除
制
度

　

�

学
生
で
な
い
方
で
、
本
人
、
配

偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保

険
料
が
全
額
ま
た
は
一
部
免
除

と
な
り
ま
す
。

〇
納
付
猶
予
制
度

　

�

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、

本
人
と
配
偶
者
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※�
そ
れ
ぞ
れ
に
要
件
が
あ
り
、
添

付
書
類
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
民
課
、

各
振
興
局
市
民
福
祉
課
ま
た
は

豊
岡
年
金
事
務
所
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
納
付
は
口
座
振
替
・
前
納

が
お
得

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
対
象
月

の
翌
月
末
が
納
付
期
限
に
な
り
ま

す
。
毎
月
納
付
以
外
に
も
、
当
月

（
1
カ
月
）分
、
6
カ
月
分
、
1
年

分
、
2
年
分
を
前
払
い
す
る
方
法

（
前
納
）が
あ
り
ま
す
。
前
納
制
度

は
、
保
険
料
が
割
引
か
れ
て
お
得

で
す
。
口
座
振
替
に
よ
る
前
納
は
、

現
金
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
納
付
に
比
べ

割
引
額
が
多
く
な
り
ま
す
。

《�

問
合
せ
》
日
本
年
金
機
構
豊
岡

年
金
事
務
所
☎
22

−

0
9
4
8

　

市
民
課
☎
21

−

9
0
1
5�

　

ま
た
は
各
振
興
局
市
民
福
祉
課

豊岡年金事務所年金相談窓口（事前予約要）

▶�受付時間（通常）　平日（月曜日〜金曜日）　午前８
時30分〜午後５時15分
▶�時間延長　週の初めの開所日　午後５時15分〜午
後７時
▶週末相談　第２土曜日　午前９時30分〜午後４時
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